
UL認証製品の注意事項

弊社にカスタム品をご依頼いただく場合でも注意事項の内容は変わりませんのでご理解をお願い致します。

UL508Aとは、アメリカのUL LLC（Underwriters Laboratories Limited Liability Company）が定
める、産業用機械の制御盤に適用される規格です。

NEMA規格とは、アメリカ電機工業会(National Electrical Manufactures Association)によって標準
化された規格です。

保護等級 NEMA Type 4X は、IP56相当になります。

UL認証製品は受注生産の為、返品・交換は出来ません。（製品不良を除く）1.

UL認証製品には製品１台ずつにUL認証シールが貼付済で、全て異なるシリアルNo,で管理されています
ので、シールの破損や文字が認識できないと申請出来ない場合があります。
また、シールは容易に剥がせません。

2.

UL認証シールの貼付位置は製品サイズごとに決められた位置があり、変更する事が出来ませんので必ず該
当型番の図面(CAD図、PDF図)にてUL認証シールの位置をご確認下さい。
図面はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認下さい。

3.

UL認証シールに記載されているシリアルNo,と同じNo,を再発行することは出来ません。4.

製品不良（成型不良など）の場合は交換対応させていただきますが、納期を要する事とシリアルNo,が変わっ
てしまう事をご了承下さい。

5.

UL認証シールのみでの販売・発行は出来ません。（製品１台ずつUL認証シール貼付済です。）6.

UL認証製品は生産時にUL登録したシリアルNo,で情報を照合する為、UL申請時の筐体型番は変更出来
ません。

7.

最終製品のUL申請はお客様で行いますので、TAKACHIとして代理申請（申請協力）等はしておりません。8.

UL申請・Eナンバーに関する詳細は、直接ULにご確認をお願い致します。9.
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